
行政視察等実施報告書 

 

視察等における結果について、下記のとおり報告します。 

 

令和７年１１月２７日 

 

光市議会議長 森 戸 芳 史 様 

光市議会議員 仲小路 悦 男 

（会派こう志会に同行） 

 

記 

１ 日程   令和７年１１月１７日（月）～１８日（火） 

２ 場所    

（１）東京都国分寺市 

（２）衆議院議員会館及び参議院議員会館 

３ テーマ   

＜行政視察＞ 

重層的支援体制整備事業について（国分寺市） 

＜陳情＞ 

令和８年度予算等に対する要望 

   小中学校の学校給食費の完全無償化を求める意見 

光市水道局本庁の敷地の国有地に関する事項 

（衆議院議員会館及び参議院議員会館） 

４ 視察結果   別紙のとおり 



視察結果 

日  時 令和 7 年 11 月 17 日(月)14 時～15 時 40 分 
 

 

 

 

 

 

 

 

（会派 こう志会に同行） 

場  所 東京都国分寺市役所 

テ ー マ 重層的支援体制整備事業について 

対 応 者 

国分寺市議会      尾澤脩議長 

国分寺市議会事務局   伊藤寿一事務局長 

国分寺市健康部     新井宏伸部長 

同 地域共生推進課 小峯基弘課長 

      同    渡辺納係長       

国分寺市社会福祉協議会 野村拓夢主任 

＜内容＞ 

１ 国分寺市の概要 

 ・面積：11.46平方キロメートル 

 ・人口：130,118人（令和7年10月1日現在） 

 ・高齢化率：22.2％（全国平均29.3％ 令和6年9月15日現在） 

・日常生活圏域：二圏域（東部地域・西部地域） 

 ・小学校区：10校区 

 ・中学校区： 5校区 

 

２ 地域共生社会の実現と重層的支援体制整備事業 

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を

超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超え

てつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

であり、これを実現するための重層的支援体制整備事業であり、市町村が、地域住民の

複雑化・複合化した支援ニーズに対応する断らない包括的な支援体制を整備するため、

支援を一体的に実施する事業である。 

 

３ 国分寺市の地域共生社会の実現に向けた取組の経緯 

・H27.11 地域福祉担い手の情報交換及び情報共有の場として「国分寺市地域福祉推

進協議会」を設置 

 ・H30.8 健康部、福祉部及び子ども家庭部相談支援業務について、総合調整、情報共

有及び連携強化を図るため「国分寺市相談支援総合調整会議」を設置 

 ・H31.4 福祉ニーズの多様化、複雑化へ対応するため「地域福祉コーディネーター」

を設置し、「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業（モデル事業）」

を社会福祉協議会に委託して実施 

 ・R3.4 重層的支援体制整備事業（移行準備）を実施 

 ・R5.1 「福祉の総合相談窓口」を設置 

 ・R5.4 重層的支援体制整備事業を本格実施 

 

４ 国分寺市の重層的支援体制整備事業の概要 

 ・第２次国分寺市地域福祉計画を、関連施策のより一層の連携を推進する観点から、

「国分寺市重層的支援体制整備事業実施計画」「国分寺市成年後見制度利用促進基

本計画」「国分寺市自殺対策計画」「国分寺市再犯防止推進計画」を包含して策定 

 ・既存事業を活用しながら、次の新規の事業を実施 

〇参加事業：既存の取組では対応できない狭間のニーズについて、就労支援や見守

り等居住支援などを提供 



〇地域づくりに向けた支援：生活困窮者支援等のための地域づくり事業 

〇アウトリーチ等を通じた継続的支援事業：訪問等により継続的に繋がり続ける機

能 

〇多機関協働事業：世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能 

〇支援プランの作成：多機能協働事業と一体的に実施 

・相談支援業務を担当する４部が「一組織」として構成し、４部一体となって総合的

な相談支援業務を実施 

・地域福祉コーディネーターを福祉ニーズの複雑化・複合化への対応をするため H31

年に社会福祉協議会に４名を配置し支援を実施 

 〇個別支援：生活する中で、どこに相談したらよいかわからない困りごとや気にな

ることなど様々な相談に幅広く対応し、解決に向けて関係機関と連携して一緒に

取り組む 

 〇地域支援：地域活動の立ち上げや運営で困っていることがあれば相談を受け付

け、解決に向けて地域住民とともに取り組む 

 〇新規相談件数の年度推移 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

個別支援 28 43 93 115 150 

地域支援 70 46 83 109 118 

 ・「丸っとふくまど（福祉の総合相談窓口）」の実施 

  〇地域福祉コーディネーターが相談員として従事 

  〇対象者：地域住民（市外在住の親族等を含む） 

  〇支援目標：どこに相談してよいかわからない相談を受け止める場があることや、

包括的相談支援の体制を周知する 

  〇実施内容：市役所２階 地域共生推進課窓口 毎週水曜日 ９時～１７時 

   地域福祉コーディネーターによる相談受付 

   令和６年度からは空き家を活用した拠点でも実施 

  〇実績内容：令和６年４月から令和７年３月まで 相談件数６６件 

   相談者本人ではなく、家族や近隣住民に対する相談が多い 

・支援会議及び重層的支援会議 

 〇支援会議：本人の同意を得られていない複雑化・複合化したケースを対象に参加

者に守秘義務をかけ、情報共有、支援関係機関等の役割分担及び支援方針を設定

する 

 〇重層的支援会議：本人同意が得られた複雑化・複合化したケースを対象に地域福

祉コーディネーターが支援プランを作成し、役割分担、モニタリング等を行う 

５ 成果 

 ・既存事業の活用 

相談支援総合調整会議を活用し、新たな会議体の立ち上げを行わず重点支援体制整

備事業を整理することができた 

・地域福祉計画の見直し 

重点支援体制整備事業を位置付けることで各個別計画との調整や整合性を図ること

ができ、目指すべき方向性を明確にできた 

・社会福祉協議会との連携：委託事業（重点支援体制整備事業、権利擁護事業、生活

困窮者自立支援事業）の有機的な連携が可能になった 

・相談支援包括化推進員を直営で配置 

重点支援体制整備事業を実施する中で多く発生する庁内外の調整事項を円滑にする 

ことができた 

・支援会議の開催 

支援関係機関と連携を密に図ることができ、早期発見、予防的支援が可能になった 



６ 課題と今後の展開 

 ・メリットが伝わりにくい 

課題：既存事業の活用が前提のため、何が変わるのか、業務量だけが増えるのでは 

ないかとの意見が多くある 

  展開：「制度の狭間の問題」に向き合う体制整備があることを対外的に示すことが

できるのは大きなメリットと考えている 

 ・制度の周知 

  課題：支援関係機関が多岐にわたり、理解しにくい 

  展開：「庁内⇒支援関係機関⇒その家族・親族」の順で徐々に理解を広げていくイメ

ージを考えている 

 ・実施計画策定や交付金のとりまとめ 

  課題：地域福祉計画との調整や予算編成に影響があるため事務量が多くなる 

  展開：事業規模を踏まえ、丁寧な庁内調整を行うことで人員配置を維持する 

 ・地域づくり 

  課題：相談の受け止めやつなぎは整備されているが、その後を支える地域の体制を

推進する必要がある 

  展開：個別の課題を地域の課題と捉える仕組みづくり 

 ・多機能協働事業等 

  課題：国は多機関協働事業を縮小する方針であり、アウトリーチや参加支援でのプ

ラン作成時における本人同意が困難 

  展開：改めて支援関係機関への多機関協働事業説明を実施し、本人同意については

委託先と無理のない同意の取り方について検討する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜所感＞ 

 平成２７年策定の国分寺市地域福祉計画に「従来の対象分野ごとの縦割りの仕組みで

は、複雑・多様化する様々な生活課題を解決することはできません。また、市民の生活

課題に対応するためには、福祉施策のみならず、その他のまちづくりの各施策との連携

も求められます。よって、個別計画を包含し、従来の制度ごとの縦割りの仕組みを市民

の地域生活視点から横断的に連携し、総合的に推進させる必要があります。」とありま

す。これは厚生労働省において、令和３年４月からスタートした重点支援体制整備事業

の考え方と軌を一にするものであり、既に１０年前から始まっています。その積み重ね

の中で、相談支援総合調整会議や地域福祉コーディネーターなどが導入されました。                    

相談に来るのを待つのではなく、困っている市民はいないかと課題を探し求め、何とし

ても市民の生活を守ろうとの強い意志を感じます。これこそが自治体の目指すものであ

り、そういう光市を目指したいと思います。 

 

 

 



日  時 令和 7 年 11 月 18 日(火)9 時 30 分～12 時 
 

 

 

 

 

 

 

平林事務所 

（会派 こう志会に同行） 

場  所 衆議院議員会館及び参議院議員会館 

テ ー マ 

令和８年度予算等に対する要望 

小中学校の学校給食費の完全無償化を求める意見 

光市水道局本庁の敷地の国有地に関する事項 

＜陳情先＞ 

衆議院議員 平林 晃           参議院議員 阿達雅志（長岐康平秘書） 

衆議院議員 吉田真次（中平大開秘書）  参議院議員 江島 潔 

衆議院議員 高村正大（上田将祐秘書）  参議院議員 北村経夫 

衆議院議員 林 芳正（河野恭子秘書） 

衆議院議員 岸信千世 

 

＜陳情内容＞ 

・光市の要望について理解を求めるために、光市の令和8年度予算等に対する要望書

を提出 

（要望書は別添のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     吉田事務所              高村事務所 

 

  
 

 

 

 

 

 

         林事務所                岸事務所                    

  
 

 

 

 

 

 

 

    阿達事務所         江島事務所          北村事務所 

 






























